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 定 例 教 育 委 員 会 議 案 等 の 概 要 

 

議案等 議案（報告）及び改正内容等 備考 

 

専決第６号 

 

１ 件   名 

   茨城県教育職員免許状規則の一部改正 

 

 

２ 提案理由等 

   教育職員免許法（昭和24年法律第147号）等の一部改正に伴い、茨城県教

育職員免許状規則（平成元年教育委員会規則第５号）で規定している、普

通免許状及び特別免許状の更新制に関する規定について、教育委員会の会

議を招集する暇がないため、茨城県教育委員会事務専決規程（昭和46年教

育委員会訓令第５号）第２条第１項に基づき、令和４年６月30日教育長専

決をもって、所要の改正を行ったことについて報告するもの。 

 

 

３ 内   容 

   普通免許状及び特別免許状の有効期間を定めのないものとし、更新制に

関する規定を削除する。 

 

 

４ 施 行 日 

   令和４年７月１日 

 

 

５ 提 案 課 

   学校教育部教育改革課 
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